
に、各省各庁の長が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施

する措置に関する調整､指導及び助言に当たらなければならない。

（各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため､‐

妊娠、出産、育児又ほ介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるととも

に、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置

を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントに対する苦情の申出､当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠､出産、

育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場

において不利益を受けることがないようにしなければならない。 ．

（職員の責務）

第五条職員は､次条第一項の指針の定めるところに従い、 自らの言動により、妊娠､出産、
育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。

2職員を監督する地位にある者（以下「監督者」という。 ）は、良好な勤務環境を確保する

ため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの

防止に努めるとともに､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、

迅速かつ適切に対応しなげればならない。

（職員に対する指針）

第六条人事院は､妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職

員が認織すべき事項及び妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合にお
いて職員に望まれる事項について、指針を定めるものとする。
2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

（研修等）

第七条各省各庁の長は、妊娠、出産、育児又は介該に関するハラスメントの防止等を図るた

め、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

2各省各庁の長は、新たに職員となった者に対し《妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ

スオントに関する基本的な事項について理解させるため､及び新たに監督者となった職員に
対し、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割

について理解させるために、研修を実施するものとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たると

ともに、自ら実施することが適当と認められる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ．

ントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

（苦情相談への対応）

第八条各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関する
ハラスメントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」という。 ）が職員からなされ

た場合に対応するため、苦情相談を受ける職員（以下「相談員」という。 ）を配置し、相談

員が苦情相談を受Iﾅる日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない｡こ
の場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとす

る。

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する
・助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合におい

○

○
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て、相談員は、人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならな

い。

3職員は､相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行うことがで

きる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必

要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

附則

（施行期日）

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

（人事院規則二一三の一部改正）

2人事院規則二一三（人事院事務総局等の組織）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

○

0

○

~
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人事院規則10－15 （妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止

・等）の運用について

（平成28年12月1日職職－273）

（人事院事務総長発）

標記について下記のとおり定めたので、平成29年1月1日以降は、これによっ・

てください。

記

第2条関係
○

1 この条で定義する「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」につ

いては、職員の上司（当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該

職員の人事に関する行為に関与する者も含まれる。以下同じ。 ）又は同僚（当

該職員と共に日常の執務書行う.者（部下を含む。 ）をいう。以下同じ。 ）の言

動によるものが該当する。 .また、この条に規定するものであっても、業務分担

や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動による

ものは該当しない。

2 この条の「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常

勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該職員の職務と密接に

関連するものも含まれる。

3 この条の第1号ハの「妊娠又は出産に起因する症状」 とは、つわり、妊娠悪

阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産

婦に生じる症状をいう。

4 この条の第2号ヲの「人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置j

は、 「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成6年7月27日職

職－328） 」 （以下「勤務時間等関係運用通知」 という。 ）第6の第5項(5)

の規定により休憩時間を短縮すること （ 「人事院規則15－15 （非常勤職員

○
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の勤務時間及び休暇）の運用について（平成6年7月27日職職－329） 」

（以下「規則15－15運用通知］ という。 .）第2条関係第2項の規定により

準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

5この条の第3号ヌの「人事院の定める育児に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により子の養育のため休憩時間を延

長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(1)又は②の規定により休

憩時間を短縮すること （規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

6 この条の第4号チの「人事院の定める介護に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により要介護者の介護のため休憩時

間を延長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(3)の規定により休

憩時間を短縮すること （規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

7妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに該当する典型的な例とし

ては、次に掲げるものがある。この場合において、これらは、限定列挙ではな

いことには留意するものとする。

一職員が､､妊娠等をしたこと （この条の第1号に掲げる事由をいう。以下同

じ。 ）又は制度等の利用（この条の第2号から第4号までに掲げる制度又ば

措置の利用をいう。以下同じ。 ）の請求等をしたい旨を上司に相談したこ

と、制度等の利用の請求等をしたこと若しくは制度等の利用をしたことによ

・り、上司が当該職員に対し、昇任、配置換等の任用上の取扱いや、昇格、昇

給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し、不利益を受けることを示唆する

こと。

二次の(1)からは)までに掲げる言動により、制度等の利用の請求等又は制度等

の利用を阻害すること （客観的にみて阻害されるものに限る。 ） 。

（1）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司

○

○
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が当該職員に対し、当該請求等をしないよう言うこと。

②職員が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該職員に対し、当

該請求等を取り下げるよう言うこと。

（3）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ､同僚が

当該職員に対し､繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと

（当該職員がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわら

ず、更に言うことを含む。 ） 。

性)職員が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該職員に対し、繰

り返し又は継続的に当該請求等を取り下げるよう言うこと （当該職員がそ

の意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うこ

とを含む。 ） 。 、

三職員が妊娠等をしたこと又は制度等の利用をじたことにより、上司又は同

僚が当該職員に対し、繰り返し若しくは継続的に、嫌がらせ的な言動をする

こと、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させること （当該職員が

その意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更

に言うこと等を含み、客観的にみて、言動を受けた職員の能力の発揮や継続

的な勤務に重大な悪影響が生じる等当該職員が勤務する上で看過できない程

度の支障が生じるようなものに限る。 ） 。

○

○

第4条関係 、

1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。

一妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する方針、

． 具体的な対策等を各省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員

に対して明示する．こと。

二職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、妊娠、出産、育児又・

は介護に関するハラスメントの防止等のための研修を含めること。

三妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となる要因
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を解消するため、 .業務体制の整備など、職場や職員の実情に応じ、必要な措

置を講ずること。

四妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが職場に生じていない

か、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

五妊娠、出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には､再発

防止に向けた措置を講ずること。

六職員に対して、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する

苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介

護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職

場において不利益を受けないことを周知すること。

2 この条の「不利益」には、勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受け

る誹(ひ)誇(ぽう)や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

3妊娠等をしたこと、制度等の利用の請求等をしたこと又は制度等の利用をし

たことを理由とする不利益な取扱い（勤務環境を害する行為を含む。 ）につい

ては、既に国家公務員法（昭和22年法律第120号）等で禁止されており、

各省各庁の長は、こうした不利益な取扱いを生じさせることがないよう徹底す

るものとする。

○

○
第5条関係

この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監

督していると認められる地位にある者を含むものとする。

第6条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙第1のとおりとする。

第7条関係

この条の第1項の「研修等」には、研修のほか、パンフレットの配布、ポスタ

当の掲示、職員の意識調査の実施等が含まれる。

第8条関係
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1 苦情相談は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントによる被害を

受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。

一他の職員について妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じ

ているのを見た職員からの苦情の申出

二他の職員から自らの言動により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラス

メントを生じさせている旨の指摘を受けた職員か･らの相談

三部下等から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する相談

を受けた監督者からの相談

2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるとこ

ろによる。

一本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準

とし、その他の機関においても、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラス

メントに関する職員からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織

構成、各官署の規模等を勘案して整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対

する指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充

・てるものとする。
、

三苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ

うな体制を整備するよう努めるものとする。

四妊娠l出産、育児又は介護に関するハラスメントは、セクシュアル・ハラ

スメント （人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）

第2条第1号に規定するセクシュアル・ハラスメントをいう。以下同じ。 ）

その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、セクシ

ュアル・ハラスメント等の苦情相談を受ける体制と一体的に、妊娠､ ､出産、

育児又は介護に関するハラスメントの苦情相談を受ける体制を整備するな

ど、一元的に苦情相談を受けることのできる体制を整備するよう努めるもの

○

○
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とする。

3 この条の第.2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。 、

4． この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」には、他の職員から妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたとする職員、他の

職員に対し妊娠､､出産、育児又は介護に関するハラスメシトに係る言動を行つ

けたとされる職員その他の関係者が含まれる。

上以

○

0

○
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別紙第1

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認

識すべき事項についての指針

1妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職員

が認識すべき事項

1 基本的な心構え

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないた

めに、次の事項について十分認識しなければならない。

一妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動（他の職員の妊娠、出

産、育児又は介護の否定につながる言動（当該職員に直接行わない言動も含

まれる。 ）をいい、単なる自らの意思の表明を除く。 ）は妊娠、出産、育児

又は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立するための制度又は措置がある

第1

○

こと。

2監督者として認識すべき事項

監督者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせない

ために、次の事項について十分認識しなければならない。

一妊娠した職員がつわりなどの体調不良のため勤務ができないことや能率が

低下すること、制度等の利用をした職員が正規の勤務時間の一部を勤務しな

いこと等により周囲の職員の業務負担が増大することも妊娠、出産、育児又

は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二業務体制の整備など、職場や妊娠等をし、又は制度等の利用をした職員そ

の他の職員の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

例えば、業務体制の整備については、妊娠等をし、又は制度等の利用をし

○
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た職員の周囲の職員への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直

しを行うことや、業務の点検を行い、業務の効率化等を行うものとする。

3妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員として認識すべき事項

妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員は、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントに係る言動を受けないために、次の事項について十分認識

しなければならない。

一仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立していくために必要な場合は、

妊娠、出産、育児又は介護に関する制度等の利用ができるという知識を持つ

○
こと。

二周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の利用

状況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。

4懲戒処分

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの態様等によっては信用失

墜行為、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処

分に付されることがある。

2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラズメントが生じた場合において職員

・に望まれる事項

1 基本的な心構え

職員は､妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受け

た場合にそ．の被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくこと

が望まれる。

一一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

妊娠、 ､出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を無視した

、 り、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないというこ

とをまず認識することが大切である。

二妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対する行

第2

○
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0

ザ

動をためらわないこと。

被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、さらには妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすことは自分だけの問題では

・ なく良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動

することが求められる。

2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたと思う

ときに望まれる対応

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ.ントに係る言動を受け

た場合、次のよう‘な行動をとるよう努めることが望まれる。

一自分の意に反することは相手に対して明確に意思表示をすること。

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対しては

・ 毅然とした態度をとること。すなわち、はっきりと自分の意思を相手に伝

えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段を

とるという方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

る。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けた日時、内容等につい

て記録しておくことが望ましい。

○

○

←

ー
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別紙第2

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応

するに当たり留意すべき事項についての指針

0

4

第1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に

持つこと。

2事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘

密を厳守すること。

第2苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等 、

一苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員（以下「相談者」 と

いう。 ）の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力するこ

○

○

と。
、

四実際に苦情相談を受けるに当たっては､その内容を相談員以外の者に見聞

されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次の事項に留意する必要が

ある。 ・

一相談者の求めるものを把握すること。
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将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもの

であるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対す

る対応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間

的な余裕があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

． 特に相談者が被害者の場合、妊娠、出産､育児又は介護に関するハラスメ

ントに係る言動を受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限ら

ない。むしろ脱線することも十分想定されるが、事実関係を把握することは

極めて重要であるので、忍耐強く聴くよ.う努める6

四事実関係については、次の事項を把握すること。

（1） 当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係

（2） 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

（3） 相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

（4） 監督者等に対する相談を行っているか。 ．

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること｡・

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認す

、

○

○

る。

六聴取した事実関係等については、必ず記録し、保存しておくこと。 ・ ・

加害者とされる職員からの事実関係等の聴取 ．

一原則として、加害者とされる職員から事実関係等を聴取ずる必要がある。

ただし、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが比較的軽微なも

3
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'

のであり、対応に時間的な余裕がある場合などは、監督者の観察、指導によ

る対応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応

する。

二加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者

に対して十分な弁明の機会を与える。

三加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真

筆に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留

意事項を参考にし、適切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについて当事者間で事実関

係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場

合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合、相談者か.ら事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切

に対応する。

5相談者に対する説明

苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。

○

○
1

一
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平成27年11月12日

職員（裁判官を含む。 ） 各位

最高裁判所事務総局人事局

「パワー。ハラスメント防止ハンドブック」について

（お知らせ）

いわゆるパワー・ハラスメントがもたらす様々な弊害への社会的な関心が高まっ

ていることから，先般，人事院において，国家公務員一人ひとりがパワー。ハラス

メントの防止等についての認識を深めるためのツールとして， 「パワー・ハラスメ

ント防止ハンドブック」が作成されました。

裁判所においても，従前から，働きやすい職場環境の維持．運営のために，パワ

ー･ハラスメントの防止に取り組んできたところであり，引き続き，職員に対する

知識付与や意識啓発に努めていくことが肝要であると考えています。

ついては，同ハンドブックをJoNETポータルに掲載し，職員が閲覧できるよ

うにしましたので，パワー・ハラスメントの防止等について認識を深める一助とし

てください。

なお，パワー・ハラスメントに関する相談は，職場の管理者又は人事担当者に対

してすることができるほか，下記の苦情相談窓口に対しても相談することができま

す。

記

○

○

最高裁判所事務総局人事局公平課 (直通）

’
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・ 参 考 法 規

1 裁判所職員定員法（昭和26年3月30．日法律第53号）

2 裁判所法（昭和22年4月16日法律第59号）

3 判事補の職権の特例等に関する法律（昭和23年7月12日法律第146号）

4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則（平成15年2月26日最高裁判所規則

第6号）

5 判事補の弁護士職務経験について

（1） 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成16年6．月18日法律

第121号）

（2） 判事補の弁護士職務.経験に関する規則（平成16年11.月1日最高裁判所規

則第19号）

6 裁判官の人事評価に関する規則（平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

7 裁判官の報酬等に関する法律（昭和23年7月1日法律第75号）

8 裁判官の報酬以外の給与に関する規則（平成29年3月17日最高裁判所規則

第1号）

9 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成6年6月15日法律第

33号）

10裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程（昭和60年12月 18

日最高裁判所規程第5号）

11 裁判官及び裁判官の秘書官の保健及び安全保持に関する規程（平成28年12

月21日最高裁判所規程第5号）

12裁判官の育児休業・介護休暇等について ．

（1） 裁判官の育児休業に関する法律（平成3年12月24日法律第111号）

（2） 裁判官の育児休業に関する規則（平成4年2月12日最高裁判所規則第2

号） . ，

（3） 裁判官の介護休暇に関する法律（平成6年6月29日法律第45号）

（4） 裁判官の介護休暇に関する規則（平成6年8月 11日最高裁判所規則第7

・ 号）

(5) 裁判官の配偶者同行休業に関する法律（平成25年12月4日法律第91号）

（6） 裁判官の配偶者同行休業に関する規則（平成26年2月14日最高裁判所規

則第2号）

13 裁判所の休日に関する法律（昭和63年12月13日法律第93号）

14官吏服務紀律（明治20年7月30日勅令第39号)．

○

f

○
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裁判官弾劾法（昭和22年11月20日法律第137号）

裁判官分限法（昭和22年IO月29日法律第127号）

下級裁判所事務処理規則（昭和23年8月18日最高裁判所規則第

国家公務員倫理法(平成11年8月13日号外法律第129号）

国家公務員倫理規程（平成12年3月28日政令第101号）

裁判所職員倫理規則（平成12年4月6日最高裁判所規則第7．号）

５
６
７
８
９
．
０

１
１
１
１
１
２

16号）

○

○
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I

平成29年度新任判事補研修
’

I

裁判所における情報セキュリティ
とITについて

（情報政策課からの説明）

平成SO年1月19日

最高裁判所事務総局情報政策課
情報セキュリティ室長兼参事官

橋爪 信

国1



本日の予定

利情報セキュリティについて

(1)裁判所の情報セキュリティに関するルール

(2)裁判所における主要な情報セキュリティリスク

(3)情報セキュリティ確保の必要性

2裁判所のIT

園2
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(1)裁判所の情報セキュリティに閨するルール

情報セキュリティポリシー

(情報セキュリティ関連通達等）

裁判所の保有する情報及

（事嶽

ム
、
ノ

テ
達
淑
鎚
の取扱いについて Ｉ

Ｉ
Ｊ
可
１
Ｊ

１
１
１

方針

驫 患特例につ‘情報の
準等

非公表

憲鰯藁鷺蜜
（情報政策課長事務連絡）

方法等

／
、

口各通達等は,JoNETポータルに掲載されている。

■ログイン→｢最高裁各局課からのお知らせ｣→｢記事検索』→フリーワード『セキュリティポリシー』又
＼は『セキュポ』で検索すると便利 ノ

〆
‐
、 1口要点をまとめたものが｢情報セキュリティポリシーの要点(裁判官用)』(以下｢要点｣と表記）

■4



①職場で判決や合議メモを起案するとき

｜

｜■

(要点P5,6)

－

0

■5



④
■
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④裁判所で電子メールを受信するとき
～標的型メール攻撃ヘの対策～

（要点PS7～）

子

r

－－1
１
１
１

１

４
１
４
Ⅱ
０
Ⅱ
０
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ｑ
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ｌ
ｂ
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1

1
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庵’ 口標 、的型メール攻撃とは

特定の相手を狙い,送信者の詐称やタイトル｡本文の巧妙な記述内

容によって,ウイルスを仕込んだ添付ファイルを開かせたり,メールに記

載されたURLをクリックさせ,コンピュータをウイルスに感染させる攻撃

方法｡ウイルス感染に気付きにくく,知らないうちに情報が窃取,破壊さ

、睡以他のパｿｺﾝにｳ少ｽが拡散したりする。 ノ
/--Z4、
｡標的型メール攻撃により総務省の複 ｜

数のパｿｺﾝがｳｲﾙｽ感染(震災関 ｜
連資料に見せかけたウイルス）

/石原雨型ﾒｰﾙ攻撃により,日本年金機構の、
端末に不正プログラムを感染させ,複数台の
端末が攻撃者の遠隔操作下に置かれた｡約

、125万件の個人情報が流出した。 ノノノ、

P･鑿蕊謂÷ても標的型ﾒｰﾙと思われる不審なﾒｰﾙが

■10
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セキュリティ意識が希薄な職員が一人でもいると…

'1水が入った容器も
げ
ざ
一
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(1)パソコン

|■
－－－－－

．｡職員貸与パソコン

一
－

．■

※飲み物をこぼすなどしてパソコンを殼損

させることのないよう十分に注意

画18



(2)J･NETポータル

JoNETポータルとは…

･掲示板としての機能と各種データベースに
リンクする機能とがあり，各種業務の情報
を必要とする職員にとって,いわば,玄関
（ボータル)の役割を果たすもの

･ログイン後の画面にパスワードの有効期限
を警告表示する機能により,情報セキュリ
ティの確保にも一役買っている。

※1国1画以上,閲覧を！

･19



主なコンテンツ

最高裁各局課等からのお知らせ

法律･政令･規貝ll等の制定や改正等の情報,情報セキ

ュリティに関する最新の情報･注意喚起など,広く職員

が共有する必要のある記事が掲載されている｡記事
に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワ

ードによる記事検索もできる。

高地家簡裁掲示板

全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意さ

れている掲示板であり，本庁及び管内の支部｡簡裁単
位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等
の情報共有に使用されている。

●

●

･20



裁判集等データベースⅡ

最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判
例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に

登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検
索できるデータベース

規則集等データベースⅡ

最高裁判所の規則,規程,通達通知等を検索でき
るデータベース

●

●

･21



･事件情報データベース

事件処理をする上で有益な情報を検索｡閲覧する
ことができる各種データベースコンテンツ

･民事情報データベース(ミンフォ）

･刑事情報データベース(ケイフォ）

･行政･労働｡知財情報データベース(G-desk)

･家事･少年情報データベース(Famil*in)

･22
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(S)主な事件処理システム

･民事裁判事務支援システム

(MINTAS)

･刑事裁判事務支援システム

(KEITAS)

･24
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